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特集・東南アジアの家族の変動と子どもたち

韓国の社会・家族の変動と

子どもたち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　tt

・
基

韓国社会福祉法人共生福祉財団理事長

　はじめに

　韓1玉1における現代産業杜会の成立過程は、家族制

度や機能面で多くの変容過程を歩んできた。一般的

に伝統社会は大家族制度で、家父長中心の権威的人

間関係を形成しているが、現代社会は核家族制度で、

夫婦中心の；F等な人間関係を形成している。伝統的

家族制度では、大家族間の相互扶助を通して、経済

的不安、家族内葛藤を解消してきた、しかし、核家

族制度の現代社会でCS　．このような問題解決が不可能

になり、これに対する社会的対策が要請されている。

　前近代挫会では、家族の生活・福祉に必要なすべ

てを大家族の中で充足することができたが、社会の

現代化によって、家族の機能は変わった。

　生産機能は企業体に、医療保健機能は病院や保健

所に、児童．老人、障害者扶養は社会施設に、文化

娯楽機能は文化施設に、その他、経済生活、家庭生

活の安定は、社会制度的な機関や施設を利用しなけ

ればならなくなった．伝統社会の家族がもっていた

倫理や価値感と社会の諸条件は大きく変わり、特に、

家族の機能、役割、家族関係等が大きく変化するな

かで、現代社会の家族は、今、大きく揺れ動いている。

　現代家族の特性である個性の尊重、家族閲の平等、

女性の社会進出、倫理や価値感の変化、核家族に伴

う情緒的不安定、性役割と性道徳の変化は、夫婦の

問題、子女の問題、老人問題、嫁姑問題、不安定家

族（欠州家族、離散家族、母子家族）の問題等、伝統か

ら現代に移る韓国社会に大きな問題を提起している。

　ここでは、相対的貧困、過熱教育、未婚母と棄児

問題を取り上げてみたいe

　1．相対的貧困

　1962年に始まる経済5ヵ年計画により、韓国経済

はめざましく成長した。韓国の成長実績は、最も急

成長した日本をも上回り、工業化率〔国内総生産に

占める工業生産高の比率）、投資率（国内総生産に占

める総投資額の比率）は、産業革命以後西欧先進国

が200年で築いたものを、hずか20年で達成した．

　日本の植Ek’地支配のもとで悲惨な忍従を強いられ1

た日帝時代、そして、すべての資産を失った激甚のl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
韓国戦争の時代を経て、5千年来の宿命的貧困から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
解放され、韓国は今、歴史上初めて、大量に物をつ

くり大量に物を消費する豊かな社会の到来に湧いて

いる。しかし、その一方で、急速な経済成長は、そ

の急成長ゆえにさまざまな社会問題を生んだ、

2



1
●人口の都市流出とセマウル運動

　第1次経済5ヵ年計画（1962年～66年）では、工業

は年平均7．8％成長したが、農業は5．3％の成長にと

どまった。第2次経済5ヵ年計画では、さらに格差

は拡大し、工業の年平均10．5％に対して、農業はわ

ずか2．5％にすぎなかった。

　個人所得では、1962年の農家所得は都市労働者の

71％だったが、1971年には61％に下落し、特に、所

有地が1ヘクタール未満の多くの農民の所得は、都

市労働者の50％にしかならなかった。

　都市・工業への偏重は、水が高い所から低い所へ流

れるように農村から都市への人口流出を招いた。19

50年には、農村人口は全人ロの70％あったが、1971

年には46％まで減少した。

〔表1〕1人当たり国民所得と所得分配（’85）

圏　名　　　　　　国民所得　　　　　　年

　　　　　　　（ドル）

韓　国　　　　　　　　1．83e　　　　　　　　76

　　　　　　　　　　　　　　　　　5．7　　11．2　　　　　15．4

日　本 9，452

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

　これに対して、1971年、故朴大統領は「勤勉、自

助、協同」をスローガンに、都市と農村、工業と農

業のバランスのとれた国づくりを目ざし「セマウル

運動」を提唱した。政府は、政治基盤の一つである

農村部の再編成、中堅指導者の育成と、工業製品の

内需拡大を農村部に向けることによって、商品のは

けロと農村の活性化を実現しようとした。橋や道路

の建設、公共施設の拡大、公衆衛生設備、共同農場

経営などを推進し、装いを新たにして若手を引き止

め、農村部のリーダーに育てた。

　しかし、1980年代に入って、農村・漁村への政策

失敗は、農・漁民に天文学的な負債を抱えさせるこ

とになり、1989年1月、ソウル国会議事堂前で繰り

広げられた暴動は、その深刻性を訴之ている。そし

　　　　　　　　　　　　　　　★単位＝ドル、分配は％
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て、都市においても、持てる者と持てない者の差は

広がる一方で、人口1千万のソウル市では低所得者

対策で頭を悩ましている。

　この2月、ソウルで起きた貧困家庭の「3姉妹の

毒薬自殺」は新聞にも大きく取り上げられ、国民に

衝撃を与えた。小学校の修学旅行にも行かせてもら

えない家の貧しさを苦に、自分たちさえいなければ、

両親と末の弟の3人だけなら生活できると考えた長

女が、妹2人を道連れに猫いちずを飲んで自殺を図

った．3女は命を断ち、入院中の長女と次女は精神

的ショックで口もきけない。「私たちにも家があり、

ビデオと自動車があったら……」長女の日記にそう

記されてあった。

　社会の一流病に傷つき、現実とのギャップに苦し

む長女の思いが凝縮されている。（表1参照）

　2．過熱教育

　今日の韓国を支えている力は、高い教育水準であ

るc「人はソウルへ、馬は済州島」へと古来からのこ

とばがあるが、教育施設、設備が整うソウルに学生

は集中した。学生による政治、学生による文化、学

生による社会と言われる程、学生のパワーは大きな

影響力を持っているeしかし、今のソウルは、大学

入試のための過熱教育のために受験地獄の戦場と化

〔表2〕日本と韓国の生徒・学生の勉強時間

●平日

日本 韓国
●日曙

　　日本 韓国

小学生 7時断08分 6時間22分 時間22分 塒朋53分

中学生 9 23 9 03
3　　40

4 17

高枚生 8 35 9 38
3　　30

5 】1

大学生 5 17 6
偲 2　　10

2 45

《生活時間の国際比較〉放送研究と調査198ア．6よ「t

4

している。「3時間寝れば合格、4時間寝れば失敗」

と言われ、受験生をもつ母親は寝食を共にして応援

する徹底ぷりだ。再修生（日本の浪人）が通う予備

校も入学がむずかしくなっている。

　なぜ、ここまでするのか？

　例をとってみると、韓国の経済を代表する財閥グ

ループの人事採用は、血縁、地縁、学閥を重視し、

経営陣は一族で固めている。韓国では、一流大学校

（大学校は日本の総合大学）、大学院卒は将来が約束

されている。（表2、表3参照）

　3．未婚母と棄児

　儒教的価値感の低下、産業化に伴う雇用機会の増

大、交通、通信の発達、人口移動による都市化、核

家族化は相互扶助能力を減少させ、未婚母、棄児、

〔表3〕大学入学志願者に対する再修生（浪人）の比率
　　　（70～39年度）

特度 志願者 在学生 再修生 牌（％） 大学定貝

70
120，580 74，925 45，655 37．9 46，300

73
182，688 n8，211 64，477 35．3 53，310

74
194，916 13（，．734 64，182 32．9 56，580

75
223，159 156，485 66，674 29．9 57，950

76
253，677 17ア，466 76，211 30．0 60，555

77
290，233 196，735 93，498 32．2 65，75｛レ

78
319，833 202，649 117，184 36．6 76，410

79
400，025 259，539 140，486 35．1 182，495

80 50L515 317，606 183，909 36．7 20s，835

81 575介13↓、i 357，809 217，321 37．8 305，190

82 5911727 389，〕95 202，532 詞，2 323，678

83
674，〕98 426，568 247，630 36．7 327，368

触 687，651 439，551 248」00 36．1 328，936

85
725，859 459，325 266，534 36．7 314，517

額 713，521 473，201 240，320 33．7 31LO44

87
732，931 502，U5 230，816 31．5 3哺β24

88
765，604 509，265 256，339 33．5 296，820

89
803，140 528，960 274，180 34．1 307，12G

埠国日報　1989．1．221品載より



迷児の問題を生んだ。現在、年間1万名を超える棄

児が発生している。

　U）海外養子縁組

　保健社会部（日本の厚生省）統計によると、1950年

以降1988年末までの海外養子縁組は116，222名にの

ぼる。このうち73，407名が米国で、全体の63％を占

め、フランス9，672名、スウェーデン7，310名、デン

マーク7、190名と続く。特に、米国国務省移民統計に

よると、米国の家庭に養子縁組された韓国の子ども

の数は、1987年に5，749名あり、米国の海外養子縁組

の60％に及んでいる。米国が多いのは、米国に養子

を求めている家庭が多いからだ。現在、200万名の夫

婦が養子縁組を申し込んでいるが、1年間で海外か

ら来れる子どもは2万名。100対1の割合である。

　韓国では、経済条件がよくなった198（洋代から、

海外養子縁組はさらに増加している。遡って比べて

みると、1950年代の6・25動乱（韓国戦争）で戦争孤児

が発生した1960年代、その10年聞は7．885名であった

が、1980年～88年末まで、その数は62，312名を記録

し、8倍の増加をみている。

　②国内養子縁組

　こtLに対して、国内養子縁組は、1980年～88年末

までで27．129名で、海外の半分にも及ばない。特に、

1980年始めまで年間3千名を超えていたのが、1985

年から漸次低下し、88年末には2，324名になった。

　保健社会部は、その低下の理由を伝統的血縁中心

の家系継承観にあると分析している。不妊家庭で、子

女を得る目的の養子縁組が66％、家系継承の家庭和

合が15％、児童福祉のためという動機は2％である。

家系継承がその目的であるために、養子に対する養

世界の児童と母性

父母の要求は多く、血液型、姓氏、健康、容ぽう、知

能の他、親の背景が不明確であったリ、健康上の問題

がある場合には、国内養子縁組はむずかしいのが実

状である。性別をみても、男子を大切にする考え方

を映して、海外養子縁組の3分の2が女の子である。

　〔3沫婚母の個人的特性

　韓国にある民間海外養子縁組機関の一つ、HOLT

児童福祉会の82年度セミナー報告書によると、同年

の未婚母相談件数は1，281名で、そのほとんどが女

の子である。

（ア｝未婚母の年齢

　　21歳～25歳・・・…　55％　　　　16歳～20歳・一一…　20％

　　26歳～18歳……18％　　その他……7％

（イ）教育水準

　　高校卒……34％　　中学校卒……32％

　　国民学校（日本の小学校）卒……21％

（ウ）家族状況

　　欠損家庭出身が46％、そのうち母子家庭が20％

　　含まれる。

　このように、未婚母の過半数は低学歴で恵まれな

い家庭で育ち、親元をzatt、低賃金の職場で長時間

働く女性たちであると発表している。

（エ）未婚母が子どもを放棄する場合

　　無計画妊娠で子どもを持つ意志がない場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・…　64％

　　未婚父または子どもの父と結婚できない場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……23％

　以上のような理由で相談に来る未婚母1．261名の

うち、46％は子どもを養子縁組に出すが、残りの54

％は、未婚母の社会的、経済的、心理的困難な状況
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にもかかわらず、子どもを育てる場合と、実父の行

方不明で親権を放棄し、未婚父母サービスができな

い場合とみている。（表4、表5参照）

〔表4〕年度別棄児、未婚母、養子縁組の現況

年度区分 棄　児 未婚母 海外養子 国内養干

80
8，500 4，144 3，657

81
9，138 4，628 3，267

82
11，587 7，500 6，434 3，298

83
12，114 9，518 7，255 3，004

M 11，430 1D．142 ア，924 3，⑪oo

85
14，230 10，383 8，837 2，855

86
13，887 ］2．田5 8、6牧） 2，854

8ア 13，3f）4 12，460 7，947 2，382

顕 9，136 12，504 6，463 2，324

鯨国保健社会部既計よ1，

〔表5〕類型別養子児童の数

計 私生児
　施設

収容児童

心身

障害者
欠損家庭

7，947
4，562

「57，5％1

L685

121％）

Loo9

・12．8％1

　δ9｜

∫8．7％｝

Ω国保健吐会部妖計より

　おわりに

　韓国の社会福祉サービス事業は、いまだ総合的、

体系的な発展が成し遂げられていない。その大きな

要因は、30％を超える国防費にある。

　1940年代は、日帝によってつくられた朝鮮救護令

で救護施設を運営してきたが、米国政策下、米国式

社会福祉事業が部分的に導入された。

　1950年代の混乱期には、孤児、未亡人など急増し

た戦後要保護対象に対する収容保護中心の事業を柱

に、育児院等社会福祉施設の急増とともに、外国民

間援助活動による各種救護が主流を占めていた。

　1960年代には、法律的体系をつくり、施設に対す

る政府支援が開始され、施設以外の社会福祉事業の

胎動が始まり、経済の高度成長と外国民間援助活動

6

の減縮は、社会福祉事業に対する支援が国内化した

1970年代に入って、保護水準の向上につながった。

しかし、この時期においても政府財政に占める社会

福祉事業支援予算は微弱で、相対的に民間活動に支

えられてきた。

　貧困問題がクローズアップされ、未婚母、離婚率

増加、勤労女性の増加に伴う要保護児童の増加、後

天的障害発生の増加による障害者福祉のニードが増

え、老齢人口の増加等、80年代の社会福祉需要は拡

大した。

　1980年に、児童福祉法は改正され、翌81年制定さ

れた心身障害者福祉法、老人福祉法によって社会福

祉サービス事業は制度化された。

　恵まれない児童、障害者、母子世帯、そして老人

など、経済的生活の支援を要する対象に対して、社

会福祉事業の立場から、まず問題発生予防事業を制

度化し、問題予防と指導のための相談事業を強化し、

地域社会単位の問題解決を目的に、総合社会福祉館

を設置運営して、各種杜会福祉施設の運営を支援し、

施設を拡充することによって施設収容者のリハビリ

と自立を強化しようとしている。

　児童福祉においては、幼児保育制度を改善し、託

児施設を画期的に建て直し、保育教師の資質向上と

処遇改善で専門人材を確保し、保育プログラムを多

様に開発している。そして、その一方では、恵まれ

ない子どもの保護事業の充実化と、非行少年発生予

防および不遇児童結縁、精神薄弱児の自立策が講究

されている。

　韓国にとって、最大の福祉は戦争予防であり、最

大の課題は南北統一である。



世界の児童と母性

特集・東南アジアの家族の変動と子どもたち

台湾・高雄市立海青商工高校に
おける1入作り」の新しい試み一　Sl，“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林　　　　顕　　　茂

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高雄市立海青商工高等学校校長

　1．はじめに

　ココやしの木茂る常夏の国一台湾の南の端の高

雄市にあって、武骨な海軍基地の左営に隣り合って

いながら、熱帯植物と色とりどりの花卉に埋もれた

芸術ムードのプンプン漂える、ちょっと風変わりな

高校、この学校のずぱぬけた創意による青年らしい

青年の「人作り」のアイディアは、この目で見たとこ

ろ、確かに、もう着々と実りつつあるように思われ

るから、ぜひ、そのこ状況、ご抱負を広く、みんなに

教えて頂きたいなあ．ノーまあ、これが先般お立ち

寄りになって、ご参観、ご指導してくださった東洋大学

教授、田村健二先生の偽らざる述懐であった。実は、

この田村先生のご推薦によって寄稿したわけである。

　2．沿革と環境

　本校の前身は私立海軍子弟学校であった。］981年

8月に、高雄市政府によって接収され、新たに市立

職業高校として筆者が初代校長に任命された。本校

は半世紀にわたる栄えある歴史と伝統ある学校とし

て、新しく発足したわけである。

　本校の位置は、高雄市の北方の左営大路1号にあ

り、本校の前を幅60mのメーン・ストil一ト（中華

一
路）が市内中心地帯に通ヒていて、交通は至って

便利である。前後に山あり海あって、空気新鮮で閑

静な環境の中で、生徒の勉学には、この上ない理想

的な職業高校と言えよう。

　3．現況のあらまし

　国家の経済発展と地方建設や商工業発達の必要に

応じて、本校のカリキュラムは、概ね下記のような

営造建築類、美術工芸類、情報関係類の3類、10学

科に分かたれ、適切に分科されている．

　（1）営造建築類は、当市未来の国民住宅や民間住宅

の建築と公共施設や新団地の企画発展に必要な土木、

建築、測量、家具製作などの人材を養成する。

　（2）美術工芸類は、当市未来の商工業発達に必要な

インテリア・デザイン、商品設計、陶芸などの技術

人材を養成する。

　（3｝情報関係類は、コンピューターのハードやソフ

トなどに関係する人材を養成する。

　以上、全日制は47クラス（2，128人）で、定時制は

みな夜間部で42クラス（1，903人）である。教師は172

人、職員は42人、合計214人（男136人、女78人）で、

教職員の平均年齢は30歳台で、若々しさがみなぎっ
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ていて、皆やる気満々である。

　校地の面積は5ヘクタールぐちいで、余り広いと

は言えない土地なので、立体的利用として、一般教

室60室の外に、5階建ての豪華な実習ピルが6棟（情

報、営建、美工、家具、電子、経営）建てられ、そ

れぞれ専門分野の実験と実習の研究室が設けちれて

いる。また、図書館は本館以外に、別々に営建、美

工、情報各類の分館が設けられ、視聴覚教室をも兼

ねている。外に、実習銀行と実習商店が設置され、

マイコンは250台も備えてある。

　本校は日本マプチモーター株式会社と産学協同の

システムで、微小精密モーターの生産をしている。

　4．「人作り」の構想と実践

　川「人作り」へのアプローチ

　職業高校の教育目標は、むろん、経済発展と国家

建設に必要な技術人貝を養成するところにあるのは

言を待たない。すなわち、学識と技術を備えた、能

力ある、使える職人（craftsman）とか技術者（tech－

nician）とかエンジニア（engineer）を訓練育成するの

である。

　しかし、単に、それだけでよいのかと考えさせら

高雄市立海青商工高校全景
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れる。人を育成するのには、もっと、もっと基本的、

根本的なものを考えるべきではなかろうか？教育の

理念（educatienal　phil。s。phy）として、いったい、ど

んな人間を作っていくのか？

　もっと「青年らしい青年」また「人間ちしい人間」

の「人作り」をするのには、少なくとも真・善・美の

境地に達していなければならないと思う。そのため

には、すべての教育施策が愛に基づくものでなけれ

ばならない。また同時に、生徒の自尊心と栄誉感を

育て高めてこそ、優良純朴な気風ができ上がる。受動

的に言われてからするのよりは、何でも自主的に自

ら体験し、誇りをもって努力実践するのが望ましい。

　そして、強力なリーダーシ・7プをとって、学校全

体が打って一丸となり、この最高の目標に向かって

チームワークがとれていなければ、「人作り」と言っ

ても、そんなに簡単にできるものではないと思う。

　（2凛・善・美の「人作り」の構想

　まず、その定義について考えてみると、下記のよ

っに言えるのではないかと思う。

　①「真」（truth）とは「真実な知能を学び、真の道理

をわきまえる」ことであり、「虚偽Jを棄て去り、「誠

実」と「真理」を呼び戻す。

　この世には、余りにも「偽り」「うそ」が多過ぎて人

間は、なかなか「真実なこと」を言わないものである。

　教育の方法として、まず能力本位に学び、科学的

精神をもって創造発展をはかり、真剣に真知を学ぷ

とともに、真情に基づく人間関係（heman　relations）

を打ち立てる。

②「善」（good）とは「完全無欠な品格を陶冶するよ

う努める」ことであり、「悪徳」を棄て去り、「善行」



　　美
優集崇亮な曽緒を磨う

①
芸
術
の
鑑
貧

②
生
活
の
美
化

③
他
人
を
も
畳
し
助
峠

④
気
質
の
純
化

⑤
高
尚
な
た
し
な
み

　　菅
完曹な贔格の陶冶

①
栄
皆

至
高

②
人
間
性
尊
重

③
仲
間
意
識
強
化

④
自
彊
愛
国

⑤
身
心
健
全
化

仕家学
会庭校

　　真
真実な知能の蟹得

①
能
力
本
位
に
学
☆

②
科
学
精
神
を
以
て

③
真
剣
に
真
知
実
学

④
創
遭
発
展
を

⑤
学
ん
で
実
用

を奨励し「平和的な人間性ll（peaceful　humanity）を

呼び戻す。何事も「ペストを尽くして、人を援助す

るのを潔し」とする。

　教育の方法として、名誉を重んじ、人間性を尊重

し、仲間意識を高め、道徳を実践し、心身の健全を

はかり、よりよき社会を作る。

　③「美」（beauty）とは、「美的センスを高め、優美な

情操と崇高な気質を培う」ことであり、「醜悪な行為」

をいやがり、自然美〔natura］beauty）を呼び戻すか、

または、「美的デザイン」を施す。この世には、余り

にも、人心と環境が汚染されていて、すべて、美化

（beautification）が必要となる。そして、人格を高尚

化し、理想を高め、公害をなくし美化、純化（purifi－

cation）及び緑化（tree－planting）などによって、生活

のクォUティを向上させる。

　この全人教育（all－reund　education）に不可欠の真・

善・美の教育理念を実現するためには、学校と家庭

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

と社会の3方面の密接な協同体制が必要で、学生を

主体にして愛の教育を施すべきである。

　｛3｝本校における「人作り」の実践の試み

　1．愛の教育を施す下記のさまざまな実践によっ

て、教育愛を発揮する。

　①まず、師弟間の時間的、空間的間隔（the　distance

between　teacher　and　pupil）を縮小するため、教師

は各類科別に事務室や研究室を分散させて、随時に、

手近でt生徒の世話や指導ができるようにする。

　②校長や各科主任とクラス担当者は、順繰りに各

クラスの生徒と昼食を共にする。

　③各クラスには、それぞれクラス担当を2人設け

て、各々半数の生徒の個別指導を受け持つ。

　④通り一遍の週記の書き方を改めて、毎週、もっと

も楽しかったこと、残念なこと、感動したことなどの

経験や感想を自由に書かせて、生徒の真の「心の声」

を聞いて、教師がタイムリーに応答や指導を与える。

　⑤生徒の賞罰についての公表は「賞」は堂々と名前

を掲げ、「罰」は学号に止め、氏名を明かさない。定時

制（補習学校生）の制服に「補」の字のレッテルを付け

ないのは、そのコンプレックスをなくすためである。

　⑥「栄誉アルバイト制」を設け、家計貧困者を援

助して、実習銀行や実習商店や教職員事務室で仕事

させ、日・夜間部おのおの反対に仕事させて、その

報酬としての手当を支給する。

　⑦「クラス手入れ員制」と「机と椅子保管使用制」

によって、3年間各人とも一机（椅子）を責任をも

って保管し、破損ある時は手入れ員に修理を依頼し、

身の回りの一物一具を大切に使い、それを愛護する

のがねらいである。
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　⑧「一人一木制」によって、各人必ず校園に樹木

もしくは草花を1本栽培する。大自然の生命のある

なしにかかわらず、これを×事に扱うのが人類愛を

超越した生物愛に繋がる。

　2．栄誉制度をおし広める「誉れ高き海青の人」は、

本校生追求の最高理念のシンポルである。

　①徳・知・体・群育と技芸の成績優等、甲等なも

のには、「栄誉徽章」と「栄誉メダル」が授けられ、

点数は累計される。

　②「クラス栄誉奨牌」受賞クラスは、学級札の上に

「栄誉クラス奨牌」をとりつけ、毎日朝会の時には、

クラス旗と栄誉旗が全校生の注視の中で、はたはた

と掲揚される。

　③各クラスの申し込みによって「栄誉試験制度」

を許し、試験時の教師の監督を省く。この監督ぬき

のシステムは自由申請に任せる。この時点で、全校

のおよそ3分の2のクラスが加入している。

　④「栄誉図書館」を設置L．書籍の借用手続を一

切、栄誉制のセルフサーピス式に切り換え、ロポッ

トすらいらない図書館となり変わった。

　⑤「栄誉販売店」には、セールスマンを置かず、30

元以下の学用品やパン類などは、自動的に定価額を

古典色豊かな図書館に向かう生徒たち
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箱の中に投入して、つりを取り、品を取る。毎日誠

実交易の可信度を公表するが、たまたま、実収額が

収入すべき額を上回ることもある。

　⑥租借した国民住宅7間は「栄養学寮」として他

県市の生徒を住まわせ、寮生の生活管理は「自治栄誉

制」とした。

　⑦「栄誉校内住み込み制」を設け、品行方正な男

子生徒若干名に、無賃で校内宿舎に住まわせて、校

内の安全維持の一助とする。

　⑧校内2ヵ所に、「栄誉掲示板」を設置して、各種

栄誉コンテスト受賞生には、栄誉カードの上に美し

い彩色写真を貼りつけて、それを掲示板に掲げて表

彰する。

　3．生活指導を強化する常にガイダンスに関する

研修会を開き、定期にパンフレットを発行して指導

効果を高める。

　①行為問題生、情緒不安定者、貧困生、身障者、外

地からの寄宿者、よく過ちを犯す者に対しては「マン・

ツー・Vン」で「兄上・姉上個別指導制」をとっている。

　②過失記録のあるものに過ちを改め、改心のチャ

ンスを提供する。それには、アルバイト、休暇中の

公共奉仕、環境整理などの善行をして、改心の誠意

あるものには、元の処分記録を帳消しにすることが

許される。

　③心中に悩みある者や、何か提案したい者や疑わ

しい難問を抱えた者は、「わたしの心の声」という指

導ポスト投函を通して、指導センターより「指導ポ

スト」「師弟心の僑渡し」「質疑応答」のコラムにそ

の回答が掲示される。

　④スタミナ過多で過ちを犯した者は、花や木に水



をやり、除草・施肥などの世話をすることによって、

その過失をキャンセルできる。

　⑤教師に対するガイダンスの講演会を開いたり、ケ

ースワークやカウンセリングの研究会を週1回開く。

　⑥「海青就職案内」とか「海青人進路指導ハンド

ブック」などのパンフレットを発行する。

　4．学校と家庭の連絡強化生徒の家庭が各地に分

散していて、家庭訪問がしにくいため、下記の措置

をとっている。

　①2ヵ月ごとに「懇親会」を催し、日曜日に4回にわ

けて父兄を学校に招き、「授業参観」「親師対話」「両親

教室」とか「親子娯楽活動」などに参加させたりする。

　②全校各クラスを含む「家庭電話連絡網」を完成

し、欠席者はクラス担任によって即日学科主任や訓

導主任に報知し、偶発事項も共に家庭に連絡する。

無断欠席や過失の常習犯は、家庭あてに通知の手紙

をよこす。

　5。職業指導の強化大抵の卒業生は就職するので

職業指導（vocatienal　g’uidance）や就職斡旋（employ－

ment　placement）が重視され．る。

　①毎週1時間の「指導活動」課程を時間割に組み

込み、専門知識のある教師の職業指導を受ける。

　②全台湾の各公共職業安定所と連繋をとり、10科

目にわたる「求人」「求職」のマンパワー需給資料を

特に設けちれた「就職街廊下」に掲げる。

　③10ヵ所の「職業世界」のコラムを設け、最近の就

業情報の報道、図表、書刊などのデータを掲示する。

　④「就職補導網」をうち立て、市内及び南部七県

市の職業補導センターと協同して、関係情報のデー

タを収集する。

世界の児竃と母性

　タイプ教室の実習風景

⑤「実習銀行」「実習商店jを設置して実習経営の

機会を提供し、コンピューターによる自動化経営操

作（atitomatic　managetnent　operati。n）を実施する。

　5、おわりに

　もともと、「人作り」というものは、非常にむずか

しい仕事である。しかしながら、数年来の全校師弟

のたゆまぬ努力と協働によって、確かに、生徒の気

質や行動は目立って変わってきたように思われる。

　例えば、笑顔で授業終了後の先生にお茶一杯さし

上げて、労をねぎらったり、校園内には、もはや、

散らばった紙屑が見当たらず、愛護を受ける樹木や

草花はすくすく伸びてゆく。

　生徒らの学ぶ態度も、前よりずっと自主的で、殊

に自尊心が強く、積極的に行動するようになってき

ている。また、自己を愛し、家庭を愛し、さらに学

校・社会・国家をも愛する情操が盛り上がり、栄誉

心の向上なども、日常生活中にはっきり見えてきた。

　以上の実績を見ると、確かに教育実践の努力の効

果が現れてきたように見えてきたのである。

　おわりに、国内外の皆様方の惜しまぬご批評とご叱

正を賜わりますよう、ひとえに、お願い申し上げます。
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特集・東南アジアの家族の変動と子どもたち

シンガポールの家族と

子どもたち
リンダ・コオ（Lynda　Koh）

シンガポール地域開発省情報企画局

　家族は社会を構成する基本単位である。子どもた

ちはそこで育てられ、望ましい社会的道徳的価値を

身につけてゆく。幸せで安定した家族こそ、個人の

健全な育成と、引いては国造りの基礎ともなるので

ある。

　ここ数10年の間に、シンガポールは急激に都市fヒ

と現代化が進められた。こうした社会経済的急変は

家族にも大きな影響を与えずにはおかなかった。

　t小さくなった家族

　一世帯当たりの家族数は少なくなり、1970年の平

均5．3人は、1980年には4、7人に潟～少した。結婚して

双方の親から独立別居する若いカップルが増えてい

る。夫婦と子どもだけの典型的核家族は、すでに全

世帯の78％にも達している。この原因のひとつに、

シンガポールの急激な出生率低下が挙げられる。教

育程度の高い婦人ほど晩婚あるいは結婚しなくなり、

また結婚しても出産を先へ延ばすか、子どもの数を

押さえようとする。

　家族のサイズが小さくなることは、子どもたちの

社会化の機会を減らすことになる，つまり遊び相手

が家の中には誰もいないか、いても1人ということ

になる。また親にとって数少ない子どもはますます

大事な存在になり、甘やかしたり過剰な期待をかけ

るようになる。どの親も子どもたちが能力の高い成

績の良い子であるようにと願うようになる。放課後、

月謝を払って、音楽やコンピューターを習ったり、

また水泳のクラスなどに行く子どもが次第に増えて

いる。

　2．共働き家族の増加

　急激な産業社会化はマンパワーの増大を必要とし、

婦人が労働力不足をカパーするために駆り出される

ようになる。婦人労働力は今日のシンガポール経済

の重要な担い手となった。20年前には5人に1人の

婦人が働いていたのだが、今はほぽ2人に1人が就

労している。数字で示せぱ、1970年は26％、1977年

が38％、1987年には47％となっている。1995年まで

には確実に総婦人人口の50％が働いており、その中

に占める既婚者の数も増加してゆく。これは政府が

それを奨めるからだけではなく、家族の快適な生活

を求めて増収を計ると同時に、教育を通して、婦入

が自立と自己実現を目指すようになったからである。

　就労既婚婦人の4分の3か45歳以下であり、従っ
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て彼女らの子どもたちはまだ小さい。ここに社会的

保育需要が増大する。また労働と家事の切り盛りを

両立させなければならない。そのためには夫の援助

と協力が必要になる。つまり父親も、親としての、

また家族の面倒を見る役割ももっと積極的に演じな

ければならなくなる。

　3．対策の現状

　シンガポールでは、家族を支えるための各種社会

資源が準備されている。働く母親のためには、社会

的保育、育児休業、減税、パートタイムの仕事、子

どもの数を増やすための減税措置などがある。

　保育には、保育所と保育ママの制度がある。保育

所はさらに、全国労働組合連合会立のもの、人民協

会（地域開発を目指す半官半民組織）立のもの、民

間福祉団体立のもの、企業の設置したものに分かれ

ている。これらの保育所は、どの団地にも設けられ

ていて誰でも利用でき、また職場に設けられた保育

室も相当数に上る。保育所の数

は1980年の1，080から1988年の

7．844ヵ所と急増している。政府

はそのために多くの奨励措置を

講じている。例えば国有地の低

価格払い下げ、保育経営者への

コンサルタント的援助、財政援

助を行っている。その中には新

設保育所の家具備贔費助成、民

間非営利団体への助成、全日保

育の6歳未満児1人当たり月額

100シンガポールドル、半日保育

50ドルの補助金支出などである。いずれの場合も、

母親の就労が条件となっている。

　保育所は児童育成の中心的な役割を果たしており、

それは単なる託児から、より児童の発達促進サービ

スへと内容を充実している。そのための職員研修、

親の参加の奨励、専門性を高めるためのスーパーパ

イザーの交流などが計られているe最低基準を高め、

またそれを維持するための法令も定められている。

　　　　．　　’†1

ノ・・’t

▲コミュニティー・センターの保育所▼
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　保育ママは、家族的な小単位の保育プログラムで、

これは地域開発省の管轄下にある。注意深く選ばれ

た婦人が、自宅を開放し、そこで開発局が、ペピー

シッターを探している母親を紹介するのである。費

用は当事者間で決めることになる。1987年度末には

1，060人の幼児が、保育ママに預けられていた。

　地域開発局では、その他にも親たちに対し育児や

それをめぐる利用資源に関する情報提供サービスを

行っている。

　既婚の公務員婦入には、6歳以下の子持ちの場合、

彼女らの子育てに特別配慮をしている［．この中には

1～4年間の無給育児休職、1～3年間のパートタイム

への切り換え、子ども1人につき年間5日を限度と

する、看病のための有給休暇増などもある。

　また、出生率低下対策として、政府は子どもを3

人以上持つことを奨励しておリ、そのため税金の還

付、優先入学、部屋数の多い住宅提供など、一連の

優遇措置を講じている。

　社会教育の領域では、家族に焦点を絞った、家族

生活教育、両親教育、高齢者への理解教育の3つの

プログラムを実施している。第1の家族生活教育は、

新人口政策に沿って、結婚し親になることを、人生

の望ましい目標として掲げ、また3人の子どもを持

つことを、社会が受け入れるようにするための啓発

プログラムである。第2は、良い親になる準備教育

として、知識と実践技術を教えるプログラムであり、

第3は、子どもたちに親孝行の心を教えて、老人に

積極的な態度で接するようにさせ、同時に高齢者も

それぞれにふさわしい生き生きした生活を送らせよ

うとする教育プログラムである。

14

　また地城社会においても種々の施策を考えており、

例えば学校の道徳教育のカリキュラムの単元として

家族や家族関係について学習させ、またカウンセリ

ングサーピスを導入して、生徒のストレスを解消し、

学業と家庭生活に適応できるよう援助している。さ

らに親への助言指導も行っている。

　また政府としては、団地内の社会生活条件整備の

ため、市民の社会的福祉的教育的文化的体育的な要

求に応じる広範なプログラムを、市民自ちが組織化

してゆく運動を助成している。こうした諸活動を通

し、｛主民の近隣意識と地域社会への所属感を促進し

ようとしているのである。その中のひとつに家族ク

ラブがある。これは各種の余暇活動に家族ぐるみで

参加し、それを通して地域の連帯感と地域社会に対

して自分たちの出来ることを考えさせる活動である。

また地域の安全を守るため、住民による巡回活動も

行っている。

　どのような社会にも、問題の家族、自立出来ない

家族、貧困家族のあることは避けられない。こうし

た家族の強化、援護策も準備されている。例えば遺

棄児、虐待児、親の適切な監護を欠く子どもへの保

護、また個人的問題や家族崩壊、結婚生活の危機等

に対する相談事業も行っている。

　両親が働いている低所得家族の子どもには、鍵っ

子センターにおいて、放課後種々の組織化された学

童保育活動に参加させ、親が帰宅するまで放ってお

　　　　　　　　　　　　　L．tntSやかれないようにしている。また単親家族の子どもた

ちにも、福祉的なサービスが用意されている。各社

会サーピスセンターでも、子どもクラブ、補習クラ

ブ、街頭でのデイキャンプ、家族援助業務を行って
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いる．

　4，家族の将来像

　桂会制度としての家族は、もちろん社会変動に大

きく左右されるものであるが、シンガポーiレの家族

の将来像として、以下のようなことが予見される。

　親教育に参tmする親や、親になろうとしている若

い人たちの数はますます増加することと思われる．

これは、親たちが幸福で愛情に充ちた家族を作るた

めの知識や技術を身につけようと望んでいるのだと

いう意味では好ましい傾向だと言える．ただし、シ

ンガポールでは、一般的に見て、まだ家事と育児は

婦人の責任だと見られているので、今後は夫婦の間

で育児の責任がもっと分担されなければいけないで

あろう。1987年に実施した家族生活調査では、子ど

もが病気になった場合には、約半数の父親が手伝い、

3分の2の父親は、家族と一緒に外出し、同じく半

数が子どものしつけに関与していることが分かった。

団地の広場で元気にve．9：子Uもたち

また、同年のある新聞報道では、10人中8人の父親

か、できれば出産に立会って、妻を安心させまた気

持ちの．ヒで支えになってやりたいと思っているとい

うことである，育児への父親の参加は、子どもの将

来の形成に自分がかかわったのだという父親自身の

満足感だけではなく、より緊密な父子関係も作り上

げるはずである．。

　社会的単位としての家族強化のためには、家族生

活の質の向上を計るプログラムが将来さらに開発さ

れるべきである，そのためには、幼児から下校後の

学童まで含めて、さらに広範なニーズに応えるサー

ビスが用意されなければなるまい．またもっと効果

的な親教育、特にアジア的な意味での家族の価値観、

家族の紐帯強化も再考に価しよう、さらには家族に

対する各種の社会的諸サービスを誰でもが利用でき

る拠点の再編も必要となる，また、新しい家族の要

求に応える草の根の諸活動も強化拡充されなければ

ならない，こうして、住民がお互いにその交わりを

　　　　　　　深め、相互の助け合いを強めてゆく

　　　　　　地域社会の形成が望まれるのである。

　　　　　　　家族の福祉増進にはずみをつける

　　　　　　　ために、シンガポール政府は最近「家

　　　　　　　族と地域生活対策審議会」を発足さ

　　　　　　　せた一この審議会は、シンガポール

　　　　　　　国民が一層幸福で満足な家族生活、

　　　　　　　地域生活を送れるよう、新しいプロ

　　　　　　　グラム、サービスまたそのための法

　　　　　　　制に関して政府に向かって勧告を行

　　　　　　　うこととなるであろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　〔福田垂穂訳）
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特集・東南アジアの家族の変動と子どもたち

タイの社会・

子どもたち

家族の変動と

㏄秦
M
辰

・

也

曹洞宗ボランティア会バンコク事務所長

　はじめに

　近年におけるタイの首都バンコクの変貌には、と

りわけ目を見張るものがある。1980年代に入ってか

らというもの、高速道路の建設を足掛かりにデパー

トラッシュ、ホテルラ7シュ、高層分譲住宅ラッシ

ュと続き、日本をはじめ韓国や台湾などのNICS噺

興工業国）からの企業投資が際立っている。

　これを受けて、これまで輸出の主力を占めていた

米やタピオカ、砂糖などの農産物のウェイトは減少

の傾向にあり、工業製品の伸びが著しく増加した。

現在もバンコクから100㌔足らずの所で、レムチャパ

ン商業港の建設を中心とする東部臨海開発計画が実

施されているが、1988年には輸出品目の6割が工業

製品となり、経済成長率も8～go／oが見込まれている。

　このように、今も農業人口7割を抱えるこの国の

実態とは裏腹に、首都圏は大きく変化した。高層ピ

ルが建ち並び、きらびやかな街並をあふれんばかり

の日本車が走るというバンコクの光景は、もはや珍

しいものではなくなった。この国の近代化は特に首

都圏に集中して見られ、農村部からの人口流入によ

って都市が膨張し、1980年初めは515万人だった人口

は、現在トンブリー、ノンプリー、サム・トプラカー

ンを合わせて600万人をはるかに上回るまでになった。

　清濁合わせのみ、かつ慎重に物事を運ぷとされる

タイではあるが、この都市化現象により農村部との

社会的ひずみが生じ、都市部のスラム化や家族形態

の変化が見られるのもまた事実である。経済開発へ

の速度が進めば進むほど、社会福祉への配分が思い

どおりに進まない。しかも児童福祉や母子福祉の分

野においては長期的な取り組みを必要とするだけに、

この国にとっては今なお試行錯誤の段階にあるようだ。

　家族の拡大形態と都市化現象

　地方から都市部への急激な人口移動の理由を調べ

てみると、互いに密接に関連した二つの要因がある

と言われている。一つは農村部における貧困問題が

もたらす「押し出し要因」と、雇用機会が豊富にあ

る都市部の「吸引要因」である。

　農耕社会としてこれまで歩んできたタイにおいて

は、親族関係を基本としたパーン（村）の社会を築き

あげてきた。すなわち家族とは、本質的に何らかの

親族関係にあるものによって形成され、かつ集団的

な性格を持っており、村においてはその構成となる

実体ということになる。タイでは潜在的に娘や息子
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が結婚して所帯をもつと、特に女性側の両親の家の

近いところ、あるいはその屋敷内に新しい家を建て

るという習慣がある。つまり、家が密集している所

には親戚関係があるというわけである。

　以前は量的な家族構成が重視され、子どもは生産

や消費のための労働力として位置づけられていたが、

タイの村々でも近年商品経済が急進してきており、

子どもの数が多いほど支出に負担をきたす事になっ

てきた。この状況の中、政府やNGO（民間組織）に

よる家族計画も実施される事となり、一家平均3人

程度がほとんどである。また、これらの変化に伴い、

農村部や都市部においても核家族的世帯化が進んで

いると言われる。

　ところが先にも述べたように、農村部における商

品経済の浸透は予想以上に速《、雨期を利用した自

然の中での天水農業を営み、自給自足的な生活を送

ってきた農民たちに大きな波紋を及ぼすこととなっ

た。つまt）　．農作物の生産により現金収入を得る事

によって家計を支える、という経済構造へと変化し

たため量的生産を強いられる結果となったのである。

タイの農村、移動図書館プロジェクト（東北タイ）

世界の児置と母k

よって所有地の少ない者や土地無し農民たちは、現

金収入の道を求めて都市部へと村々をあとにする。

近年は3年続きの東北タイでの干ばつも手伝って、

ますますその傾向が強くなっているe

　一方都市部のスラム（人口密集コミュニティー）の

状況はどうであろうか。現在そのスラムの数は首都

圏だけでも1．020h所に上ると言われ、人ロにして約

120万人。市内の約5分の1の人ロが劣悪な生活環境

下で暮している。

　スラムの発生においても、農村部のパーン（村）と

同様、家族の拡大形態が生きているeまず一つの家

族が不法な土地に家を建て、子どもが結婚すればそ

の近くに家を建て、辺りがいっぱいになるまでどん

どん増えていく。わかりやすくいえば、農村部から

出てきた一世帯がまず定着する。そしてその家族が、

建設現場の労働者、商売、あるいは運転手といった

仕事にありついた場合、その成功を知った親戚や友

人、知人たちが都市部へやってきて、その回りに家々

を建ててスラムを形成していくという仕組みである。

　農村部とスラムの諸問題

　タイの農村開発政策研究会の報告によると、国全体

の経済と農村経済の関係を次のようにまとめている。

●小生産者である農民は、バンコクで決まる生産価

　格から輸送費を差し引いた価格のものしか受けと

　れないが、逆に工業製品にはバンコクで決まる価

　格に輸送費が加わる。

●政府の政策は都市の人々の利益のために片寄り、

　農民の利益と相反している。たとえば肥料工場を

　奨励し、農民に買わせる。
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●保健衛生サービスについても格差があり、85％の

　人口が農村部に住んでいるのにバンコクには3．517

　人の医者、すなわち1，289人に一人の医者がいるの

　に対し、地方には全県を合わせて2．279人の医者、

　すなわち14．280人に一人しかいない。

●タイの教育制度は6・3・3・4制に改制され、初等教

　育の6年が義務教育となっているが、中学に進学

　できる東北地方の子女はわずか4％であるのに対

　し、首都圏は40％にも達する［．

などである。

　また、栄養面での問題も農村部においては深刻な

問題となっており、私たち曹洞宗ボランティア会が

図書館活動や給食プログラムなどを行っているスリ

ン県ムアン郡コークムアン小学校での欠食児童数の

占める割合は57％となっている。

　農村部での問題のほか、都市部においてもその格

差がスラムとそうではない所によって存在するとい

う事も注目すべき点である。スラムが抱える問題を

要約してみると、以下のような点があげられる。

●地方から出てくる人は一時的、あるいは永住者と

　して他人の私有地や公有地に住む。そのため住民

　登録をする事が困難となり、子どもの就学や就職

　にも影響する。

●スラムは泥沼地や川岸、線路沿いに形成され、上

　下水道の設備もあまりなされておらず何の保障も

　ない。そしていつも立ち退きという問題にさらさ

　れ、生存さえも脅かされる。

●劣悪な住環境、衛生思想の未開発などで皮フ病、

　結核、栄養不良などや、麻薬、アルコール中毒者

　も珍しくない。
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●経済状況は苦しく、単純労働や行商で生活を支え

　ているが、失業率も高い。また、経済的理由で両

　親の離婚等、家庭崩壊のケースも多く、子どもた

　ちの問題が絶えない。

●幼児労働者も多く、経済的、家庭的な理由で義務

　教育さえも終了できない子が多V㌔

　抑圧される子どもたち

　経済開発が進み、都市部や農村であらゆる格差が

生じてきたなか、タイでは社会保障の活動の主なも

のとして幼児や虐待された児童、身体障害者t少年

犯罪者、売春婦や未婚の母、寡婦、それに老人とい

った人たちを対象としてきた。その中でもこの国で

最も注目すべき活動の一つとして、児童福祉問題が

あげられる。

　他の発展途上国でも顕著に見ちれるように、タイ

の子どもたちも実によく働く。街頭での物売りにつ

いては今から約3年前、政府によって禁止されその

数は減少したものの、パスの集金係、食堂の手伝い、

メイド、工事現場の労働、ガソリンスタンドの給油、

清掃作業、くず拾い、工場労働と続く。農村部でも

家畜の世話や野良仕事、水くみに薪拾いなど、家の

仕事はもちろんのことである。

　タイ政府の発表によると、16歳以下で仕事をして

いる子どもたちの数は100万人にものぼるといわれ

る。また、16歳以下の少女売春に関しては、タイの

観光奨励の影響も手伝って、その数は80～IOO万人と

いわれる。これらの子どもたちの多くは人身売買な

どによって強制的に働かされているケースも少なく

なく、農村部での現金収入が限られていることかち、



子どもたちを担保に現金を受け取っている両親もいる。

　このほか、都市部のスラムにおいては経済的な理

由が発端で、アルコール依存症や麻薬中毒になった

父親が家庭内暴力を起こし、一一家が崩壊してしまう

といったケースもしばしば見られる。バンコク最大

のスラム、クロントイで生まれ、13歳になるガイと

いう少年の場合はまさしくそうであった。父親はガ

イがお腹にいる時に家出し、母親もガイを生んでま

もなく死亡した。結局ガイはおばあさんに育てられ

る事になったが、おばあさんのしつけが厳しく、暴

力的であったため、ガイは9歳でシンナー中毒児と

なってしまった。

　これはほんの一例にしか過ぎないが、クロントイ

スラムでは現在6万人の人ロのうち、1．500人ほどの

子どもたちが、何らかの家庭問題でシンナーや麻薬

に犯されている。

　政府の福祉政策と地域社会とNGOの役割

　タイの農村部では、自然牧歌的な生活様式を基本

とする伝統的な経済システムが存在しており、その

小地域社会においては相互扶助と仏教に道を求める

スラムの幼稚園、人形劇を見る子どもたち（バンコク）

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児竃と母性

生活が繰り返されてきた。また、今でも農村部で時

折見られるように、疾病や死など人間に不幸をもた

らすものは、自然の中でいろんな形態で現われる悪

霊（ピー）によるものと信仰されている。そして霊魂

と人閲との橋渡し役として呪術者がおり、精神的な

暗示と医療的な手段を合わせ持っている。

　しかし、1960年代頃から西洋文化や貨幣経済の浸

透が村人たちの価値感を大きく変化させた。従って

村社会の伝統的な福祉思想や宗教的な思想に、政府

の政策が大きな影響を及ぼしていることはいうまで

もない。

　タイ政府の第六次五ヵ年計画（1987～1991年）は、

農業中心経済かちより製造業中心経済へという意向

を示しており、福祉の面から言えば失業と不完全雇

用問題の解決、人間としての教育や人生の質の向上

といったものをあげている。だが、実質上具体的な

法の充実などの対応はあまり見られず、都市部のス

ラムや農村部での対応については現実性に欠けてい

ると言えなくもない．

　そこで人と人との直接的なふれ合いを通し、より

実用的に福祉活動を行っていくものとしてNGOが存

在する。タイボランティアサーピス（TVS）が1987年

に発行したダイレクトリーによると、タイおよび海

外から来て協力活動を行っているNGOは137団体ほ

どあると発表されている。もちろん、これらの団体

は人権、平和、自然環境、教育、福祉など様々な分

野で活躍している。

　児童福祉の分野においては、児童労働問題などか

ら子どもの権利を守るための権利擁護センターや、

親のない子や貧しい家庭の子のために子どもの村学
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園を行う子ども財団、少女の売春や虐待された子女

のためにかけ込み寺を行うエマージェンシーホーム、

スラムで託児所を行うスラムチャイルドケアー財団、

そしてクロントイスラムで幼児教育や地域住民によ

るコミュニティーの質的向上を計っているドウアン・

プラティープ財団などがある。

　このほか肢体不自由児や精神薄弱児、孤児などを

あずかるキリスト教系の団体や、仏教の教理を基本

として、お寺で2，400人もの恵まれない子どもたちを

保護しているアントン県のサケオ寺などもある。財

政を完全に一般からの寄付に頼り、苦しい経営状態

にありながらも、これらタイのNGOの活動は政府も

認知するところであり、またNGOなしではこの国の

福祉活動は支える事ができない。

　NGO活動の利点は、その場その場のニーズに合っ

た柔軟な対応を行う事ができるというもので、子ど

もたちを含むその地域の社会改善を図っていくとい

う点にある。だがここで大切な事は、農村部にしろ

都市部のスラムにしろ、いかにその地域の住民が参

加するかに、活動が成功するか否かがかかっている

といえる。

　幼児教育や児童福祉、あるいは母子福祉の問題の

クロンFイスラムの幼稚園の教師と子どもたち（バンコク｝
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場合、その子の親、家族、ひいては住民たち薗身が

重要性を認識しない限りは押しつけにしかすぎず、

その地域に根ざした活動を行っていく事は不可能で

ある。従って、その地域のリーダーやソーシャルワ

ーカーたちは、側面的に相手の持っている諸問題を

自覚できるようサービスしていかねばならない。

　この長期的かつ段階的なアプローチを踏んでいか

ない限り、この国の様々な社会問題は解決しないで

あろう。

　おわりに

　タイにおける社会、家族の変動とその中の子ども

たちの現状を知るにいたって、私たちの住む日本の

現状をまず見直す必要があるのではないかという事

に気づく。タイだけに限らず、この実状はアジアや

アフリカを含めた地球の南側の国々が抱える共通の

問題だからである。

　今、侠くなった地球上に住む私たちは、世界一の

援助国と言われ、お金持ち、物持ちの日本人とまで

言われるようになった。しかし、私たちは本当に生

きがいを持ち、幸福な生活を送っているのだろうか。

　もはや海外の諸問題を他人事として片づける事が

できなくなった現在、東南アジアの人々は私たちの

良き隣入たちであり、共に生きる人々である。私た

ちは、これからもほんのわずかな思いやりさえも無

駄にしてはいけないと思う。
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世界の児意と母性

特集・東南アジアの家族の変動と子どもたち

開発のはざまで犠牲になる

子どもたち フィリピン共和国の場合
　　　　　　　　二　　　　　　　　　　 ばやし　　　　　　　　　　　　　「：けL

　　　　　　　　小　　林　　　毅
　　　　　　　　社会福祉法人基督教児童福祉会

　　　　　　　　国際精神里親運動部マニラ事務所所長

　はじめに

　交差点の信号が赤に変わり、車が止まり始めると、

10人程の子どもたちが競うようにして車道に飛び出

していく。信号が青になるまでの間、車間をぬいな

がら、ある子どもは新聞を、他の子どもはタバコや

キャンディーを売り歩いていくe車検制度がないこ

の国の車が出す排気ガスはものすごい。これらの子

どもたちの多くは学校へも行けずに、こうして1日

中働いて日銭を稼いで家族の生計を助けている。

　国際連合児童権利宣言は、「人類は、児童に対し、

最善のものを与える義務を負うもの」と述べている

が、世界、特に第三世界の子どもたちが置かれてい

るきびしい状況を考える時、この宣言の実現に向け

ての方策が、さらに真剣に論議されなければならな

いことを痛感する。

　ここでは、フィリピン共和国の社会と家族関係を

概観し、子どもたちの置かれている状況を述べてみ

たい。

　1．子どもたちを取り巻く社会環境

　民族独立運動を扇動したとしてスペイン人によっ

て処刑されたフィリピンの英雄、ホセ・11サールが

「東洋の真珠」とまで謳ってその美しさを讃えたフ

ィリピン共和国は、大小7，100余の島々からなt）、面

積は日本の本州と北海道を合わせた程の広さである。

ここに、民族的には80以上、言語的には100以上に

分かれる5，940万人（1988年推計）の人々が住んでい

る。

　アジアで唯一のカトリック教国と言われるだけあ

り、フィリピン人の約85％がカトリック教信者で、

どんな辺ぴな町に行っても、数百人から時には千人

を超える収容能力をもつカトリック教会があり、日

曜日ともなると、教会にはあふれるばかりの人々が

集まるのには驚かされる。このカトリック教会は、

1521年のマゼランの来航に続く3世紀以上のスペイ

ンの植民地統治の結果としてもたらされたが、現在

もなお人々の生活に大きな影響を与えている。

　教会と並んで目につくのは学校である。第二次世

界大戦中の約3年間の日本軍による占領期間を除く

1898年からの約50年間、フィリピンは米国による植

民地支配を受けたが、米国は教育を植民地政策の根

幹にすえて教育制度の整備をもたらした。現在、識

字率が90％以上と高いことも、この教育制度の整備

に負うところが多い。しかしながち、小学校の就学
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率が90％と高いにもかかわらず、小学校1年に在籍

した生徒数の約40％は6学年を終了する前に退学し

てしまうという大きな問題がある。

　このような未就学および途中退学は、しばしばフ

ィリピン社会の抱える貧困問題に起因している。国

家経済開発局は6人の標準世帯の貧困線を120ペソ

（約710円）と発表しているが、およそ60～70％の世

帯がこの貧困線以下の生活をしていると言われてい

る。社会福祉法人基督教児童福祉会・国際精神里親

運動部（CCWA）の助成協力プロジェクトの事前調査

のため訪れたある村のAさんは、漁業から得る収入

が不充分なため、6人いる子どもたち全貝を一度に

学校に通わせることが出来ず、ハイスクールへは一

人ずつ通わせていると言う。この6人が全員ハイス

バナナを売る少女たち（マニラにて）
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クールを終えるのは何年先のことだろうかe

　また、1985年の乳児死亡率は、出生1，000当た1）

57で依然として高い。さらに50％以上の子どもたち

が栄養失調状態にあると言われている。CCWAが資

金協力する20ヵ所の地域センターは、貧しい家庭の

子どもたちに教育扶助サービスを提供しているが、

しばしば乳幼児期の栄養失調が脳の発達に影響を及

ぼしたため学業不振に陥っていると思われる子ども

がいる。

　2．フィリピンの家族関係

　フィリピン人と言っても80以上の民族に分かれる

ため、家族関係を一概に述ぺるのは難しいが、どの

民族に属そうと、家族の親密な結びつきには特筆す

べきものがある。例えば、友人のフィリピン人男性

は独身ながら、ハイスクール2年を終えたところで

経済的困難から通学するのをやめている甥を引き取

って、学校に通わせようとしている。また、CCWA

のマニラ事務所でハウスキーパーとして働く女性は、

義理の姉の出産費用として、自分の月収3ヵ月分の

借金を背負い込んだ。家族の中で唯一彼女が定期的

に収入を得ているからである。日本人から見ると、

たいへんと思えるこれらの事を、彼らはごく自然に

行っていく。

　これらの例のように、家族関係は非常に緊密で、

何事が起ころうとも家族のことを最優先する規範が

ある。この規範に従って親は子どもの保護や扶養に

全力を傾け、子どもは親かちの恩義に対して感謝と

服従をもって報いることが期待されている。また、

兄弟姉妹の結びつきも強く、子守に始まって学費の
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工面に至るまで、兄や姉が弟や妹の面倒をみる事が

多い。

　このような家族関係は、親族間にも拡大され、ハ

トコのあたりまで親類として密接な関係が結ばれて

いると言われる。

　また、結婚は当事者の2人のみならず2つの家族

の結びつきを意味する。さらに、結婚式の証人は儀

式的親族関係を結婚する当事者と結ぷこととなD、

証人は親族にも劣らぬ責任を持つようになる。

　福祉サービスに限らず一般公共サービスが未整備

状態のこの国では、このような家族や親族間の相互

扶助に支えられて、人々の多くのニーズが満たされ

ていると言えよっ。

3．フィリピン社会の変化

フィリピンの国民総生産（GNP）の成長率は、マル

コス前政権の末期、1985年から86年を除いて比較的

安定した伸びを記録してきた。これは、他のアセア

ン諸国同様、GNPの成長を開発の指標とし、1970年

代より輸出指向型の工業化に力を注いできた結果で

ある。国内の安価な労働力と豊富な資源を活用し、

資本と技術は外国に依存しながら開発を進める政策

は、アキノ現政権によっても継承されている。しか

し、このような開発は貧困の解消をもたらすどころ

か、貧富の差の拡大をもたちしたとの指摘がある。

また、GNPの増大で経済のパイが大きくなれば、そ

の効果が底辺の人々にも波及し貧困がなくなるとい

う考えは、もはや「GNP神話」として見直されでい

る。つまり、貧困はこうしたパイの大きさではなく、

富の配分の不平等さに起因しているからである。

　ともあれ、この工業化の結果、都市化が進行して

いる。1960年、人口の29％が都市に住んでいたのに

対し、1980年には37％になっている。特にマニラ首

都圏への人ロ集中は激しく、国土の僅か0．2％に全人

　　　　　　　　ロの12％が住んでいる。

　　　　　　　　　しかし、都市はこのような人口

讐

一』

sぱ

ゴミ捨て場で空き缶や空きビンを拾い集める子ともたち（パギオ市にて）

の膨張を吸収できず、深刻な都市

問題に直面している。例えば、マ

ニラでは人口の29％がスラムで生

活をしており、これらのスラムで

は電気や水道が無いところも多く、

排水設備やトイレ等も未整備なた

め、生活環境は劣悪である。また、

都市部での雇用機会も限られてお

り、1988年の失業率が全国平均で

は約10％であるが、スラム地区で

は、失業率が30～40％と言われて
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いる。

　こっした都市化の背景には、農村部の疲幣という

農村部のおし出す要因もある。近年、植民地時代か

らの主要輸出産品であったコブラや砂糖の国際市場

での価格が低迷し、フィリピン経済は打撃を受けて

いる。特に、島の経済活動の9割が砂糖産業にかか

わるネグロス島では、多くの子どもたちが飢餓で苦

しむほどの深刻な事態に陥ってしまった。

　また、1960年代に「緑の革命」とまで言われ農村

開発の主役として導入された高収穫品種米によって、

確かに米の生産高は上がったものの、この品種を栽

培するためには相当量の化学肥料と農薬が必要で、

生産コストが高く、期待された革命は起こらなかっ

た。また、この結果、零細な農民はより貧しくなっ

たと言われる。このように農村の疲幣は、都市への

人口集中を加速する一因となっている。

　4．開発がもたらす家族と子どもたちへの影響

　これまで述べてきたような社会の変化にもかかわ

らず、フィリピンでは一般的に緊密な家族関係が保

たれていると見えるが、幾つかの問題点も指摘でき

る。

　まず第1に、国内での雇用機会が限られているこ

とと、政府が外貨獲得と雇用の増大を目的に奨励し

ていることもあリ、外国への出稼ぎ労働者が急増し、

現在、その数は100万人を超えると言われている。

多くの人々は、建設労働者として中近東諸国で、ま

たハウスメイドとしてシンガポールやホンコンで働

いている。こうして働く人々の多くは既婚者で、フ

ィリピンに残された家族の経済的な生活は安定する
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ものの、父親あるいは母親の不在が与える家族、特

に子どもたちへの影響が懸念される。

　また、日本に歌手やダンサーとして行く人々も増

えておi）、中には売春婦として働く女性もいる。彼

女たちは、サマール島やレイテ島という貧しい地方

の出身で、しかも長女が多く、貧しい家族を支える

ことが売春の動機となっていることがしばしばある。

ここには、親密な家族の結びつきがもたらしたとも

言えそうな重い現実がある。

　第2に、新聞やタバコを売り歩く子どもたちを紹

介したように、生活の窮乏ゆえに子どもたちは働く

ことを強いられているe労働省によると、15歳以下

の2，200万人の児童の内、500万人の子どもたちは農

場や工場等で賃労働をしており．900万人の子どもた

ちが田畑の耕作等の親の仕事を手伝っている。こう

して見ると、現実的に子どもたちは大きな労働力と

言っても過言ではない。

　第3に、「ストリートチルドレン」と言われる子ど

もたちの増加がある。マニラ首都圏だけでも、こう

した子どもたちが25，000人から50．000人いると推定

されている。彼らの中には、物売りや物乞いをしな

がら家族と共に路上で生活する子どもたちもいるが、

家族から遺棄され、1人で生活する者もかなりの数

に達する。彼らは、教育や保健、その他の公的サー

ビスを受けちれないばかりか、彼らの生活の場が比

較的繁華な所が多いため、マリファナ吸引、薬物中

毒、さらには窃盗などの犯罪に陥る子どもたちもい

る。

　また、少女売春も大きな社会問題になっている。

政府は経済の活性化を目的に観光に力を注いでいる
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が、全国で約20．000人の少女が、日本

や欧米諸国という先進国からやってく

る旅行者の性的搾取の犠牲になってい

る。

　このように、工業化を中心にした開

発は様々な問題を引き起こしているが、

その開発のひずみはt貧しい世帯、特

に子どもたちに最も顕著に影響を与え

ている。

5．政府と民間団体の取り組み

こうした問題に対する対応は、残念

　一戴£
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流木を組み合わせたシーソーで遊ぷ漁村の子どもたち（ミンダナオ島にて）

なことに限られていると言わねばならない。まず政

府は、社会福祉・開発省が中心になり問題に対応し

ようとしているが、財政悪化の中での取り組みは限

られている。その中で、SEAP（自営業扶助プログラ

ム）は、貧しい世帯が、簡単な家内工業や行商、さ

らには小規模な養鶏や養豚等を行うための生業資金

貸し付けをしており、貧困世帯の経済力を上げるう

えで若干の効果を上げている。

　他方、20，000を超えると言われるNGO（民間公益

活動団体）も活動を行っている。とりわけカトリッ

クの団体は活発で、ある修道会は、市民グループの

支援も受けて、マニラ市内にストリートチルドレン

のための一時保護センターを2ヵ所開設した。この

センターでは、子どもたちを一時的に保護しながら

カウンセリング等のアプローチによって、子どもた

ちのリハビ1）テーションに努めている。

　さらに、NGOの中には貧困の原因を社会構造にあ

ると認識し、コミュニティー・オーガニゼーション

の方法を用いながら地域を組織化して、貧しい人々

の社会参加を拡大しようとする団体が増えている。

こうしたNGOは、貧しい人々が地域の問題を認識し、

解決の方策を計画・実行し、そしてその方策を評価

することを通して、彼らの問題に対処する能力を引

き出すと共に、こうした社会参加によって草の根レ

ベルからの社会改革の可能性を求めている。

　おわりに

　フィリピン政府は、工業化を中心にした開発を推

し進め、日本政府も政府開発援助（ODA）を増額し支

援している一方で、開発により貧しくなる人々が増

えている。子どもたちの置かれた暗く重い現実を思

う時、私たちに課せられている「最善のものを与え

る義務」の重さを感じる。私たち日本人は、経済的

な開発協力のみならず、いやそれ以上に、人権に根

ざした開発協力の方策を考えていかねばならないで

あろう。
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特集・東南アジアの家族の変動と子どもたち
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　はじめに

　マレーシアの首都クアラルンプールは一部に残さ

れたコロニアル風の建物と広い公園の緑がかつてイ

ギリス植民地であったことを偲ばせるだけで、今や高

層ピ’レが林立する近代都市に一変してしまった。しか

し、町を行き交う人々の異なる顔貌と民族的な衣装

を一目見れば、この国が複合民族国家、複合社会の

典型とされるのがわかる。プミプトラ（土地の子）と

呼ばれるマレー系およびその他の原住民で人口の約

54％を占めるが、その他に中国系の住民、インド系の

住民が多く、それぞれ人ロの3596、9％を構成する。

　しかし、こうした人種別の人口構成は地域的に、

また都市部と農村部とでは大きく異なっている，例

えば、首都のクアラルンプールでは上に示した比率

以上に中国系、インド系の割合が大きいのに対して、

東海岸北部のクランタン州の農村に行くと中国系、

インド系はほとんど見られない。マレーシアが特に

複合社会であると言われるのは、異なる人種の人々

が市場で交わるだけで、婚姻等を通して文化的に融

合・同化するといった方向に進まず、それぞれ閉じ

られた排他的な人種集団を｛呆持してきたことによる。

これは、独立後、それぞれの人種的な利害を代表す

る三つの政党の連合政権の形を取ったことにも端的

に示さttている、

　ここではまず、伝統的な家族制度および地域社会

と子どものかかわりについて概観し、その後で現代

の子どもを取り巻く社会的環境として特別な意味を

持つ教育政策・制度に関して検討してみたい。家族

制度もそれぞれの民族集団によって大きく異なるの

で、ここではマジョi；ティを占めるマレー系の家族

制度について見てみることにする。マレーシアで1マ

レー人」という場合、イスラム教を信奉し、日常的

にマレー語を喋り、マレーの習慣に従う人とされる。

　L「家族」の範囲の広がり

　マレー人の家族は双系制に基づいているtt結婚に

よって出来た家族は、夫方の家族にも妻方の家族に

も属している。結婚後の居住形態も妻方、夫方いず

れか条件の良い方を選んで住むパ但し、西スマトラ

からのミナンカバウ人の移民によって出来たヌグリ・ス

ンピラン州だけはミナンカバウの伝統で母系制となっ

ているs）マレー語で家族を意味する言葉に「クルアル

ガJ（keluarga）があるが、それは1組の夫婦とその

子どもだけの小家族をさす場合もあれば、より広い
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親族、親戚を示す場合もある。夫婦という単位を中

心に考えるなら家族の範囲は無限に拡大されていき、

子も孫もその孫も彼ら夫婦の家族の中に含められる。

　それは子どもの側から見れば、保護を受けられる

家族がその両親だけに限定されないということでも

ある。両親の出稼ぎや離婚のために、その夫婦の子

どもを祖父母が育てるケースもよく見られるという。

夫婦の下に集まるものは保護されるべき者であり、

それは子や孫に限らず、貰い子や生活能力の無い老

人もこの中に含まれる。家族の範囲を夫婦とその未

婚の子女に限らないこと、またそれらの内のいずれ

かの欠如している形態を欠損した家族と見なすこと

がない点に大きな特色がある。

　また、マレー人には家制度というものが見られな

い。その一つの表れとしてマレー人の名前に姓が無

いことが挙げられる。自分の名前の後に父親の名前

が、息子の場合はビン、娘の場合はピンティを間に

挾んで付けられる。すなわちマハティール・ピン・モ

ハマドと言った場合、モハマドの息子のマハティー

ルという名前であることを示す。こうした命名の仕

方によって、父子関係を通して血の繋がりを遡るこ

とが出来る。しかし、何々家の先祖代々とか子々孫

々というのとは明らかに違っている。これは財産の

相続とも関係を持っている。マレー人の場合、遺産

相続は慣習法では普通は均分、イスラム法でも男子

が女子の2倍となる以外は均分である。そのため、

ここでは長子相続で長男が家を継ぎ、親の面倒を見

るというような形態とは全く異なっている。老後の

親の世話も子どもたちの中から都合の良いものが一

緒に住み面倒を見る。

世界の児童と母性

　2．地域社会の統合要素としてのイスラム

　マレー語の「カンポン」は自然に出来上がった集

落を意味するが、それはマレー系の人々にとって生

活の重要な基盤であり続けてきた。農作業の相互扶

助もこのカンポンの住民によって行われ、また冠婚

葬祭や社会的な行事などの時にはクンドゥリ（共食

儀礼）が開かれてカンポンの人々が招かれる。しか

し、カンポンは日本の村のように閉鎖的で統一性を

持ったものではなく、地理的にも社会的にも「家族」

と同様に境界が不鮮明な性格を持っている。

　他方でこのゆるやかな組織を持つカンポンに一つ

の結合的な要素を与えているのがイスラムである。

村には比較的大きな所ではモスクが、小さな所でも

普通はスラウ（小礼拝所｝が設けられている。イス

ラム教徒に1日5回義務づけられている礼拝はそこ

に集まって一緒に行う方が良いとされる。この毎日

の礼拝に関しては熱心さを欠く者も、金曜礼拝（金

曜日の正午の礼拝）だけは地域社会の道徳的な強制

があってモスクへ行くのが普通である。そこでは金

曜説教とともに、行政的な伝達や意見交換等も行わ

れるeヒジュラ暦の9月（ラマダン月）に行われる

断食も、共同で行う行として人々がまとまりを持つ

のに寄与している。

　子どもたちは家族の中だけでなく、こうした地域

社会の中で教育される。イスラム教の基本的な学習

もモスクのイマム（集団礼拝の先導者）をはじめと

する地域のウラマ（イスラム教義の知識を持つ者）に

よって担われてきた。6～7歳位になると子どもたち

はこうした村のコーラン教師の手に委ねられる。子

どもたちは夕方になるとモスクやイマムの家に行き、
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そこで礼拝の仕方、コーランの読み方、そして道徳

的な価値を教わる。礼拝に必要な短い章句を暗記し

ながらコーランを読み進んでいき、これを終えると

ハタマン（修了式）の儀礼が開かれカンポンの人々か

ら祝福を受ける。コーラン学習の伝統は学校教育制

度が普及しても保持され、午前中、学校で学び、午

後もしくは夕方にマドラサ（イスラム学校）やモスク

で学習する子どもたちも少なくない。

　3．教育制度におけるマレー系の優遇

　マレーシアでは1970年以来、新経済政策（プミプ

トラ政策）のもとに開発がより一層推進されてきて

おり、子どもを取り巻く杜会的環境も大きく変わり

つつある。その政策は1969年の総選挙後に起きた人

種暴動を契機として立てられたもので、貧困の撲滅

と人種間の社会的な不均衡の是正を二本の柱として

掲げている。教育制度における大きな改革もこの政

策の中で行われた。英語を教授用語とする学校のマ

レーシア語（国語としてのマレー語）への転換、資

格試験制度のマレーシア語化、大学入学者の人種別

割り当て制等が実施された。大学レペルでも国民大

学の創設を核として教授用語のマレーシア語への転

第1図〔マレーシァの教育制度〕

　C6年｝　　　　　〔3年）　　　（2年，　　　C2年1

国民小学使

｛マレーシア語｝

屋民型’ト学枚

（中田語）

属民型小学校

｛タミール語）

：移行学級

A：下級中等学校修丁試験

：上級中等学枚修了試験

C；大学子傭課提修了試験
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換が進められた。現在、マレーシア（半島マレーシ

ア）の教育制度は第1図のようになっている。

　公立の小学校にはマレーシア語を教授用語とする

国民小学校と、中国語およびタミール語を教授用語

とする国民型小学校が存在する。しかし、中学校か

ら上の段階では公立としてはマレーシア語を教授用

語とする学校しか設けられていない。そのため、中

国語、タミール語の小学校で学んだものは、1年間

マレーシア語の学習を集中的に行う移行学級を経て

中学校の第1学年に進学する。あるいは中国系の場

合は中国語を教授用語とする私立の学校があり、そ

こに進学する生徒も多い。さらにマレーシアでは学

校教育に関して国家的な資格試験制度に重きが置か

れている。中学校3年間修了時に下級中等学校修了

資格h，、続く高校2年間の修了時に上級中等学校修

了資格が設けられている。さらに大学の学位取得コ

ースに進学するためには、高校に続く2年間のシッ

クスフt，一ム（大学予科）に進み大学予備課程修了資

格を取らなければならない。この資格試験の壁があ

るため、中国語の中学校に進んだ場合は上級の公立

学校（大学も含めて）に進学できないし、また就職す

るにしてもその卒業が基礎資格として認定されない

という不利益を被ることになる。

　小学校における言語学習の負担も大きな問題であ

る。国民型小学校に学ぷ中国系とインド系の子ども

たちは中国語、タミール語の他に国語であるマレー

シア語とさらに英語の合わせて3言語を学ぱなけれ

ばなちない。マレー系の子どもたちにしても英語は

学ばなければならず、また学校外においてイスラム

教のためにアラビア語を学ぷので負担はやはり大き



い。当然のこととして一般的な学力が十分身につか

ないという問題が起こり、小学校のカUキュラムは

1983年に読み書き算数に特に重点を置いたものへと

改革が行われた。小学校カリキュラムは次の第1表

の通りである。また、マレー系の生徒にはイスラム

の宗教教育の時間が設けられ、他方、信仰の異なる

中国系、インド系の子どもたちはその時間を母語の

学習に充てられるようになっていた。これはイスラ

ムを国教としつつ、（マレー系以外の）信仰の自由を

保障するための方策であった。しかし、中国系、イ

ンド系の生徒にも明確な形で価値を教えるために道

徳教育が教科として置かれるようになった。

第1表〔小学校カリキュラム構成〕

分　野 構成要素 教　科

コミュニケーション 基本技能

段階1

教授用語

マレーシア語

英語

段階2

教授用語

マレーシア語

英語

数学 数学

イスラム宗教教育 イスラム宗敦歓育

人間と周囲の

世界

鯖神・価値

態度 道徳教育 道徳教育

人間と圏辺 世界と人間

音楽 音楽

個性の発逮
芸能

レクリエーション
美術教育 美術教育

体育 体育

●国民学校および国民小学枚の教授用語はマレーシア語

中国学校、タミール学枚の敦授用語はそれぞれ中国語とタミール驕

●イスラム教の生徒およびそれを選択する他の生徒がイスラム宗教教育を

受ける間．その他の爺教を信仰する生徒は遭嬉教育の教科を学習するの

が望ましい

●言語と数学の授案時間は、第1段階で縫時間数の77．2％、第2段屠で64．6

％を占める．
［Kernenterian　Pelajavan　M息｝ay8ia，　Kur…kロlum　B邑ru　Seketah　Reodqh，Dewan　Bah邑fia　d息n　Pじsζ＆ka，　Kve］aLumpur　1983］

　4．社会変容とイスラム共同体

　教育に対する人々の志向性はそれがもたらす経済

的利益や社会的な地位とかかわっている。村落部に

　　　　　　　　　　　　　　　世界の児竃と母性

おいてもその関係は歴史的に変化してきた。かつて

は、コーランの基礎的な学習を終えた後は、伝統的

な寄宿塾ポンドックに入り宗教教師（グル・ウガマ）

の下で学んだ。いくつかのポンドックで学び学識を

身につけた者は村に帰って、コーランを教えたり新

たにポンドックを開設するなどして村の指導的な地

位を得た。その後、植民地支配によって州のイスラ

ム行政が整備され、宗教役人養成のためのマドラサ

が設立される。これが新たな出世のコースとなり、

そこに進学するためのアラビア語学校や宗教学校が

地域にも民間のカで作られた。

　独立後は国語であるマレーシア語を教授用語とす

る小学校、中学校が増加した。それによってアラビ

ア語学校の生徒が減少するが、これも新たな社会移

動の道が開かれたという同じような理由からである。

さらに新経済政策の下での英語学校のマレーシア語

への転換をはじめとする改革は国民学校で学ぷこと

の刈ットを高める結果となり、アラビア語学校およ

び宗教学校のより一層の後退を招いた。マレー系の

子どもには学校教育を通して、知識、技能、資格を身

につけ社会的に上昇移動することが期待されている。

　宗教学校を取り巻くこのような状況に対して各州

では、宗教学校視学の任命、宗教学校局の設置、民

間宗教学校の州政府への移管と財政的な援助、州独

自の宗教教育資格試験の設置などの対策が講じられ

た。しかし、州都の整備された一部のイスラム中等

学校を除いては、マレーシア語を教授用語とする連

邦政府教育省の学校にたちうちできなくなってきて

いるのが現状である。州立の宗教学校の中には財政

的な援助を受けるために連邦政府の教育省へ移管さ

29



れる所もでてきている。

　しかし、このことはイスラムの影響力の低下を示す

ものではない。開発や近代化とともに宗教離れ、世俗

化が起きているとは決して言えない。学校教育で不

足するイスラム学習を補うかたちで午後や夜間に開

かれる宗教学校やコーラン学習に、親たちは以前よ

り熱心に子どもを送っている面も見られる。それは、

急激な社会変容の中でマレー系の人々が以前にもま

してイスラムに拠り所を求めており、その一つのあ

らわれとも言えるeマレー系の人々の場合、イスラ

ムは民族的なアイデンティティと結び付いているもの

である。開発に対してマレー系の内部かち出てくる

批判もイスラムに基礎づけられている。政府による

イスラムへのテコ入れは他人種の人々の警戒と反発

を招くものであるにも拘らず、真剣に対応せざるを

えない。イスラムの強化を目指すダッワ運動が、政府

あるいは民間の手で熱心に行われており、イスラミ

ック・リパイパリズムとも呼ばれる現象が見られる。

　おわりに

　マレーシアの教育は複合社会という固有の問題に

色づけられており．身近なこととして捉えるのは難

しい。一般的なマイノリティの問題と同列に考える

ことはできないが、民族文化・言語とかかわって国

民教育制度なるものをあらためて検討しなおす契機

を与えてくれるものである。

　現在、マレーシアではマレー系優遇策によって都

市部におけるマレー人の雇用が増加し、都市に住む

マレー人の数が増えている。しかし、彼ちの多くは

農村を離れて都市に住んだからといって、カンポン
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的な生活を失うわけではない。都市カンポンと呼び

得るような住形態も現れてきている。都市の低所得

層を対象とした調査では、仕事を持つ母親の多くが

子どもの世話を親戚あるいは近所の人に任せている

という結果が出ている。これは言わぱカンポン的な

形態であり、福祉の遅れを家族と共同体の伝統的な

在り方が救っていると言うこともできる。

　日本の社会の在り方に一つの示唆を与えるのは伝

統的な家族制度と共同体の性格であろう。囲い込み

と閉鎖性に特徴づけられる日本のそれとは対照的に

家族も共同体も境界が暖昧である。そのため子ども

が保護されるべき家族の範囲はその両親だけでなく

広がりを持つとともに、地域の共同体も子どもたち

に対して寛容である。日本の場合は夫婦と未婚の子

どもで構成される家族という枠が強くなりすぎたよ

うに思われる。欠損家庭の子どもは福祉に依存せざ

るをえず、それでもなお社会的な差別を免れない。

　しかし、マレーシアの場合、ルーズな社会におけ

る統合力として作用しているのがイスラムであると

いう点にも注意する必要がある。それは世俗的な利

害にかかわり無く普遍性を持っている。共同体の自

立性は失われつつあるけれども、統合要素がイスラ

ムであるがゆえに行動規範に関して共同体が教育の

責任を担い続けるであろう。日本の場合は全く状況

が異なるけれども、それでも家族、地域社会、学校

がもう少し開かれたものになり、共同で子どもを育

て責任を持つ方向に進めないだろうか。
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世罪の児童と母性

…　国際連合児童権利条約の
　　　　　成立に向けて

“
福 だ

田

明治学院大学教授

たり

垂 穂

　それぞれの立場とそれぞれの思いで、元号の改た

まった新しい年を歩み始めたわれわれであるが、「平

成」の出典の通りに、平和が国の内にも外にも、ま

た天にも地にも成ることを願わずにはいられない。

真の平和の到来こそ、究極的に児童の人権の保障に

つながるからであり、発展途上国への援助金の総額

が、当の被援助国が無益な対立と紛争のために費や

す軍事費の総額を下回るような愚挙の続く限り、飢

えてゆく子どもたち、初期医療も受けられない母や

子、学校にも行けない子どもたちを無くすことは、

現実に望めないからである。

　しかし、児童の福祉に関心を持つわれわれの間に

は、この年ひとつの明るい希望がひらけている。それ

は、恐らく今秋の国連総会で、過去10年準備の進め

られてきた「国際連合児童権利条約」案が可決成立

する見通しが強いからである。

　ここで「おや、おかしいなJと思われる読者がお

いでかも知れない。「そんなものは、とっくの昔に出

来ていたのではなかったろうか？」と。確かにこれ

までいくつかの国際的な児童権利宣言はある。また

わが国も含め、国別には児童憲章や、児童福祉法、

青少年法などを制定している場合も多い。しかし、

児童の権利を正面から取り上げてこれを国際的条約

としたものは無いのである。いや「児童の権利」と

いう概念、さらに言えば「人権」思想そのものが、

国際的に定着したのは、客観的に言って、長い人間

の歴史のほんの昨日のことに過ぎないのである。そ

れを簡単に振ll返ってみよう．

　イギリスの貴族と国王の間に結ばれたユ3世紀のマ

グナカルタ（大憲章）、議会の承諾無しには国王が加

税できないようにした工7世紀の「権利請願」はよく

知られているが、国民すべての基本的入権が明らか

に成文化されるのは、アメリカの独立宣言（1776年）

であろう。そこには、「われわれは自明の真理として、

すべての人は平等に創られ、創造主に依って、奪わ

れることのない天賦の権利を付与され、そのなかに

生命、自由および幸福追究の含まれることを信ずる

ものである」と記されている。傍点の字句がそのま

まわが国現行憲法第13条に移されていることも注意

すべきである。次いで、アメリカの独立と相互に強

く影響し合いながら起こったフランス大革命（1789

年）では例の「人は自由かつ権利において平等のも

のとして生まれかつ存在する」という市民の権利宣

言が行われるのである。こうして、人権思想は徐々
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にヨーロッパ世界に浸透してゆくのであるが、それ

が児童にまで及ぷのは谷易なことではなかった。ル

ソーの「エミール」や、ペスタロッチの「ゲルトル

ー ト教育法」あるいは当時の少年たちのひどい生活

状況を活写したディ・ノケンズの「オリパーツイスト」

が18～19世紀にかけて現われたのは、ようやく、大

人たちが、子どもの存在の独自性と彼らに及ぽす社

会的環境の重大な影響に気付き始めたからではなか

ったろうか。とはいいながら、児童を成人の救貧院

から分離して収容する法律がニューヨークで初めて

成立したのは、19世紀も後半の1875年であったし、

イギリスが幼児虐待防止法、幼児福祉法を制定した

のは、さらに下って1889年、今からちょうど100年前

でしかなかったのだ。

　国際的に児童を守る何らかの共通基盤の必要性が

一挙に高まったのは、4年間にわたり地球の半分を

巻きこんだ第一次世界大戦の終わったヨーロッパに

溢れた、親を失い、家を失い、国籍さえわからなく

なった幾10万とも知れない子どもたちの姿であった。

1922年にはイij’　ijスが「世界児童憲章」の制定を提

案し、1924年、現在の国際連合の前身と言える当時

の国際連盟（The　League　of　Nations）は、初めて国

際的な児童権利宣言（いわゆるジェネヴァ宣言）を

採択したのであった。

　これは前文と5ヵ条の本文から成っていて、すべ

ての国のすべての男女が、子どもに対し最善の努力

を果たすべき義務を負うことを認めた上で、（1）児童

の発達権の保障、（2｝要保護児童への接近の原則、〔3）

児童に対する救済最優先の原則、〔4）児童の自立促進

と搾取からの保護、（5塊童育成の究極目標としての
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人類への奉仕を諺い上げている。

　この宣言の波及効果のひとつに、アメリカの児童

憲章制定や、わが国における大正後期から昭和初期

にかけての児童保護立法策定の動きや児童教育・文

化運動の高揚を数えることができようe

　それにもかかわらず、大人たちはそれから15年し

か経たない1939年、再びさらに大規模でさらに悲惨
　　「：く

な殺薮の中に子どもまで巻きこむ6年間に及ぶ第二

次世界大戦を惹き起こしてしまう。それがようやく

終結に近付いた1945年、国際連盟をさらに発展させ

た国際平和機構を目指す、現在の国際連合（The

United　Nations）が発足する。国連は、第二次大戦が、

基本的人権である生存権、思想信条の自由権、幸福

追究権などを恐怖と圧制の下に晒した暗黒時代であ

ったとの認識に立って、先ず「世界人権宣言」を1948

年に採択し、さらに結果として戦争の災禍が最も痛

ましい形で及んだ児童の問題を取り上げ、1959年に

「児童権利宣言」を行ったのであった。

　これは、ジェネヴァ宣言の精神を継承し、人類が

児童に最善のものを与える義務のあることを再確認

しながち、この宣言に加わった当事国が、立法その

他の措置に反映させるぺき10ヵ条の原則を示したも

のであった。そのエ・ソセンスは以下の通りである。

　（1）無差別平等の権利主体としての児童、（2）社会的

発達保障と法による最善の利益確保、〔3）姓名国籍を

持つ権利、〔4｝健康な発育権と周産期の母性保護、（5）

障害児の治療・教育・保護の保障、⑥愛情・道徳・

物質的保障と家庭の尊重及び代替家庭の確保、〔7｝教

育の機会均等とレクリエーション権、〔8｝児童保護と

救済の優先性、（9｝放任虐待からの保護、側友愛と平




